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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
３

月
９
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
案
件
７
件
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は

次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
元
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
９
号
）の
承
認
に
つ
い

て（
議
案
第
12
号
）

　

学
校
建
設
費
１
億
２
５
１
６
万

５
千
円
の
増
額
補
正
は
、
味
坂
小

学
校
、
三
国
小
学
校
、
小
郡
小
学

校
、
御
原
小
学
校
、
小
郡
中
学
校
、

大
原
中
学
校
及
び
立
石
中
学
校
の

ト
イ
レ
改
修
の
予
算
を
計
上
し
て

い
ま
す
。
国
の
国
土
強
靭
化
緊
急

対
策
と
し
て
有
利
な
条
件
で
事
業

が
実
施
で
き
ま
す
の
で
、
本
年
度

に
設
計
、
翌
年
に
工
事
と
い
う
こ

と
で
集
中
的
に
小
中
学
校
の
ト
イ

レ
の
改
修
を
進
め
る
も
の
で
す
。

問
：
改
修
の
共
通
仕
様
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

答
：
便
器
の
洋
式
化
、
ま
た
、
床

に
つ
い
て
は
タ
イ
ル
張
り
か
ら

シ
ー
ト
張
り
に
し
て
段
差
を
な
く

し
、
乾
式
化
す
る
の
が
共
通
仕
様

で
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
３

月
10
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
案
件
６
件
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は

次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
元
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算（
第
９
号
）の
承
認
に
つ
い

て（
議
案
第
12
号
）

　

地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等

補
助
金
３
８
５
万
円
の
増
額
は
、

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

等
の
防
災
改
修
に
関
し
て
、
入
居

者
の
安
全
確
保
等
の
観
点
か
ら
、

国
の
交
付
金
を
活
用
し
て
補
助
を

行
う
も
の
で
、
要
望
の
あ
っ
た
２

事
業
所
の
工
事
を
行
う
も
の
で
す
。

問
：
市
内
に
事
業
所
は
、
ど
れ
ぐ

ら
い
あ
り
ま
す
か
。

答
：
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
が
４
、
看
護
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
が
１
、
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
事
業
所
が
１
、
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
所
が
１
、
地
域

密
着
型
の
通
所
介
護
事
業
所
が
４
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
11
、
地
域
密

着
型
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が

１
事
業
所
で
す
。

　

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
３

月
11
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
案
件
６
件
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は

次
の
と
お
り
で
す
。

小
郡
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条

例
の
制
定
に
つ
い
て（

議
案
第
11
号
）

　

干
潟
工
業
団
地
を
区
域
と
す
る

工
場
立
地
に
係
る
緑
地
な
ら
び
に

環
境
施
設
の
敷
地
面
積
に
対
す
る

割
合
を
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て

定
め
る
条
例
で
す
。
敷
地
の
有
効

活
用
及
び
企
業
の
市
外
流
出
を
防

ぐ
た
め
、
工
場
立
地
法
で
定
め
る

環
境
施
設
の
割
合
を
25
％
以
上
か

ら
10
％
以
上
に
、
内
数
と
し
て
、

緑
地
を
20
％
以
上
か
ら
５
％
以
上

に
緩
和
す
る
も
の
で
す
。

問
：
緩
和
措
置
は
、
他
の
工
業
団

地
で
も
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

答
：
適
用
さ
れ
る
の
は
製
造
業
な

の
で
、
現
時
点
で
は
、
干
潟
工
業

団
地
の
み
で
す
。
そ
れ
以
外
は
、

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

★
専
決
処
分
を
報
告
し
、
承
認
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
令
和

元
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
８
号
））（

報
告
第
１
号
）

　

ふ
る
さ
と
納
税
推
進
事
業

３
億
９
１
９
６
万
９
千
円
の
増
額

補
正
に
つ
い
て
は
、
ふ
る
さ
と
納

税
が
12
月
末
ま
で
に
約
５
億
８
千

万
円
の
寄
附
が
あ
り
、
返
礼
品
代

等
の
経
費
が
不
足
し
、
事
業
者
・

生
産
者
へ
の
支
払
い
が
滞
る
た
め
、

専
決
処
分
を
し
た
も
の
で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
１
号
）

　

「
小
郡
市
立
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
設
置
条
例
」
の
全
面
改
正
に

伴
う
「
小
郡
市
学
校
給
食
施
設
等

の
設
置
及
び
管
理
運
営
に
関
す
る

条
例
」
に
よ
り
「
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
運
営
委
員
会
委
員
」
の
名
称

を
「
学
校
給
食
運
営
委
員
会
委

員
」
に
変
更
す
る
も
の
で
す
。
ま

た
「
小
郡
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
作

成
委
員
会
設
置
条
例
」
に
よ
り
、

付
属
機
関
と
し
て
「
ま
ち
づ
く
り

条
例
作
成
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
委
員
会
委

員
の
報
酬
額
を
新
た
に
定
め
る
も

の
で
す
。

★
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て（

議
案
第
２
号
）

　

国
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
の

服
務
の
宣
誓
に
つ
い
て
、
「
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
等
に

向
け
た
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

の
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
通
知

を
受
け
、
本
市
の
会
計
年
度
任
用

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
つ
い
て
、

実
態
に
即
し
た
方
法
で
行
う
こ
と

と
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

★
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の

職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
３
号
）

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導

入
に
伴
い
、
新
た
に
、
給
料
を
支

給
さ
れ
る
職
員
の
補
償
基
礎
額
に

つ
い
て
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
そ
の
額
を
、
地
方
公
務
員
災

害
補
償
法
第
２
条
第
４
項
に
規
定

し
て
い
る
常
勤
職
員
の
公
務
災
害

補
償
に
係
る
平
均
給
与
額
の
例
に

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

議
案
の
主
な
内
容

常
任
委
員
会

　
　
審
査
報
告

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告
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よ
る
こ
と
と
す
る
と
い
う
規
定
を

新
た
に
設
け
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
文
化
遺
産
保
存
整
備
基

金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
４
号
）

　

文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
合
わ

せ
、
基
金
の
目
的
を
保
存
と
整
備

か
ら
保
存
と
活
用
等
に
変
更
す
る

こ
と
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、

題
名
を
「
小
郡
市
文
化
遺
産
保
存

及
び
活
用
等
に
関
す
る
基
金
条

例
」
に
改
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
５
号
）

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制

限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
次
い
で

印
鑑
登
録
証
明
事
務
処
理
要
領
の

一
部
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
印
鑑
登
録
を
す
る
資
格
の
な

い
も
の
を
「
成
年
被
後
見
人
」
か

ら
「
意
思
能
力
を
有
し
な
い
者
」

に
改
正
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て　
（
議
案
第
６
号
）

　

平
成
30
年
度
の
国
保
制
度
改
正

に
伴
う
県
単
位
化
の
も
と
、
現
行

の
保
険
税
率
等
に
つ
い
て
、
令
和

２
年
度
以
降
の
激
変
緩
和
措
置
の

見
直
し
に
伴
い
、
納
付
金
の
上
昇

が
今
後
も
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

必
要
な
納
付
金
を
確
保
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
た
め
、
税
率
改
定
を

行
う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て　
　
　
（
議
案
第
７
号
）

　

国
が
例
示
し
て
い
る
公
営
住
宅

管
理
標
準
条
例
の
改
正
に
伴
い
、

住
宅
困
窮
者
へ
の
住
宅
の
供
給
と

い
う
公
営
住
宅
の
本
来
の
目
的
の

妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
に
連
帯
保

証
人
の
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
８
号
）

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
地
方
自
治
法
第
２
４
３
条
の

２
の
規
定
が
新
設
さ
れ
、
従
前
の

規
定
が
同
法
第
２
４
３
条
の
２
の

２
へ
と
繰
り
下
が
る
た
め
、
同
規

定
を
引
用
し
て
い
る
小
郡
市
下
水

道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
学
校
給
食
施
設
等
の
設

置
及
び
管
理
運
営
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
９
号
）

　

「
小
郡
市
立
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
運
営
委
員
会
」
の
名
称
を

「
小
郡
市
立
学
校
給
食
運
営
委
員

会
」
に
変
更
す
る
も
の
で
す
。
併

せ
て
、
各
小
学
校
の
給
食
調
理
場

を
学
校
給
食
施
設
と
し
て
明
確
に

位
置
付
け
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
作
成

委
員
会
設
置
条
例
の
制
定
に
つ

い
て　
　
　
　
（
議
案
第
10
号
）

　

令
和
２
年
度
よ
り
策
定
作
業
を

予
定
し
て
い
る
（
仮
称
）
ま
ち
づ

く
り
条
例
に
つ
い
て
、
市
長
の
諮

問
に
基
づ
き
、
条
例
案
の
審
議
、

検
討
を
行
う
「
小
郡
市
ま
ち
づ
く

り
条
例
作
成
委
員
会
」
の
設
置
に

つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
１
３
８

条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

附
属
機
関
の
設
置
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。

　
★
令
和
元
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
13
号
）

　

介
護
納
付
金
分
26
万
３
千
円
の

減
額
は
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る

小
郡
市
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費

納
付
金
の
額
が
確
定
し
た
こ
と
に

伴
い
、
減
額
と
な
る
も
の
で
す
。

★
令
和
元
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
介

護
保
険
事
業
勘
定
）（
第
４
号
）

の
承
認
に
つ
い
て（

議
案
第
14
号
）

　

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業
費
５
０
０
万
円
の
減
額
及

び
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

費
、
負
担
金
１
５
０
万
円
の
増
額

で
す
。
前
者
は
要
支
援
１
か
ら
２

の
方
の
今
年
度
前
半
の
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
や
ヘ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
給
付

実
績
を
も
と
に
、
後
者
は
要
支
援

１
か
ら
２
の
認
定
者
の
ケ
ア
プ
ラ

ン
数
の
実
績
を
も
と
に
決
算
見
込

み
を
行
い
補
正
す
る
も
の
で
す
。

★
市
道
の
認
定
及
び
路
線
変
更
に

つ
い
て　
　
　
（
議
案
第
23
号
）

　

道
路
法
第
８
条
第
２
項
及
び
第

10
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
、

新
認
定
路
線
が
12
路
線
。
路
線
の

変
更
が
５
路
線
で
す
。

【
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
】

　

小
郡
市
上
西
鯵
坂

　
　
　
　

１
５
３
番
地
１

永
利　

眞
由
美

【
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
】

　

小
郡
市
希
み
が
丘

　
　
　
　
　

一
丁
目
11
番
地
６

川
野　

裕
佳
子

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ

の
緊
急
対
策
を
求
め
る
意
見
書
の

提
出
に
つ
い
て

（
議
員
提
出
議
案
第
２
号
）

※
意
見
書
文
面
に
つ
い
て
は
、
小

郡
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

「
可
決
さ
れ
た
意
見
書
・
決

議
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

人
事
案
件

可
決
さ
れ
た
意
見
書
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